
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律　第23条第5項の規定に従い、

下記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせ致します。

対象期間　　　　　    2019年4月1日　から

                          2020年3月31日まで

■労働者派遣の実績（2019年4月1日時点）

■派遣料金・賃金に関する事項

■教育訓練に関する事項

キャリアアップに資する教育訓練計画については以下の通りです。

3日

0.5日

※キャリアコンサルティング窓口・・・0561-33-2831　生産管理部　鈴木

■ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

・労使協定を締結しているか否か ：　締結済み

・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ：　原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

・労使協定の有効期間の終期 ：　2022年3月31日

入社時研修（低圧電気・高所作業資格取得）
派遣

労働者
派遣元
事業主

有り 無し
誕生月更新会（1回/年）（自己振り返り研修）

労働者の
費用負担
の有無

労働者派遣に関する料金の額の平均額（1日8時間当たりの額） 20,320　（円）

派遣労働者の賃金の額の平均額（1日8時間当たりの額） 14391　（円）

マージン率 29.1   （％）

教育訓練の種類 対象者
実施
期間

実施主体
賃金支給の

有無

事業所の所在地
〒470-0213
愛知県みよし市打越町新池浦53番地7

派遣労働者数 149　（人）　 派遣先事業所数 14　（件）

事業所名称 協豊ファクトリーサービス株式会社

労働者派遣事業に係わる情報提供

許可番号 派23-09-0010 許可年月日 平成12年　3月　1日
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